
平成 1 8 年 9 月 2 1 日午後 1 時 3 0 分判決言渡 (1 0 3 号法廷)

平成16年厩第60号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 (以下 ｢甲事件｣ と い う。 )

平成16年厩第223号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 (以下 ｢乙事件｣ と いうゞ

平成16年厩第496号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 (以下 ｢丙事件｣ と いう。}

平成17年厩第235号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 (以下 ｢丁事件｣ という。)

判 決 要 旨

原告 永井栄俊ら 4 0 1名

被告 東京都教育委員会 (以下 ｢被告都教委｣ という。)

東京都 (以下 ｢被告都｣ と いう。 )
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く原告らが , 被告都教委に対し , ｢入学式 , 卒業式等における国旗掲揚及び国

歌斉唱の実施につい て (通達)J (1 5 数指企第 5 6 9 号 , 以下 ｢本件通達｣

という。 ) に基づく校長の職務命令に基づき 上記原告らが勤務する学校の入

学式 , 卒業式等の式典会場に おいて , 会場の指定された席で国旗に向かっ て起

立 し , 国歌を斉唱する義務のないこ とを確認する。

被告都教委は , 原告番号 1 8 一" 同 2 6 , 同 4 5 -
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℃を除く原告らに対し , 本件通達に基づく校長の職務命令に基づ

き , 上記原告らが勤務する学校の 入学式 , 卒業式等の式典会場におい て , 会場

の指定された席で国旗に向かっ て起立しないこ と及び国歌を斉唱しないこ とを

理由と して , いかなる処分も して はならない。

3 原告番号 5 , 同 2 1 6 鬱, 同 2 1 7 , 同 2 1 8ノ

ー喀 同 2 1 9 む
, 同 2 2 黛

ゞ # , 同 2 2 1‘ # 同 2 2 為

、 . 同 3 4 2ふ
ん【亀 同 3 4 3イ が 被告都教委に対 し , 本件通達に

基づく校長の職務命令 に基づき , 上記原告弱ぷ勤務する学校の 入学式 , 卒業式

等の式典の国歌斉唱の際に , ピア ノ伴奏義務の ないこと を確認する。

4 被告都教委はゞ 原告番号 5 ね
, 同 2 1 6′

･
同 2 1 7

同 2 1 8 一--一転 同 2 1 9 , 同 2 2 窃 坂ス 同 2 2 1f
- 〆 -

同 2 2 2 , 同 3 4 2 , , 同 3 4 3 ･ 対し , 本件通達に基づ

く校長の職務命令に基づ .き , 上記原告らが勤務する学校の入学式 , 卒業式等の

式典の国歌斉唱の際に , ピアノ伴奏を しないこと を理由と して , いかなる処分

もして はならない。

5 被告部は , 原告らに対し , 各 3 万円及びこれに対する平成 1 5 年 1 0 月 2 3

日から支払済みま で年 5 % の割合によ る金員を支払え。
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く原告らの その余の請求を棄却する。

　

訴訟費用は , 報 乙 , 丙事件につ き生じた費用を被告らの負担と し , 丁事件

につき生 じた費用を被告部の負担とする。

事 実 及 び 理 由 の 要 旨

第 1 事案の概要

本件事案の概要は , 次の と おり で ある。

原告ら は , 東京都立高等学校及び東京都立歯 鴎 ろう ･ 養護学校 (以下これら

　

　

を併せて ｢都立学校｣ と いう。 ) に勤務する教職員又は勤務 して い た教職員で

　

　

あ る。 被告都教委教育長横山洋吉は , 平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日 都立学校の各

校長に対 し , ｢入学式 , 卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱 の実施につい

て (通達)｣ (本件通達) を発 して , 都立学校の入学式 , 卒業式等において ,

　

　
　

教職員 ら が国旗に向かっ て起立し , 国歌を斉唱する こ と , 国歌斉唱はピアノ伴

奏等によ り行うこ と , 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当た り , 教職員が本件通

達に基づく校長の職務命令に従わ な い場合は , 服務上の責任を問われる こ とを

教職員に周知する ことな ど により , 各学校が入学式 , 卒業式等における国旗掲

揚及び国歌斉唱を適正に実施する よう通達した。 本件は , 原告らが , 国旗に向

かっ て起立し , 国歌を斉唱するこ と 国歌斉唱 の際に ピアノ伴奏をする こ とを

強制される こと は , 原告らの思想 ･ 良心の自由 , 信教の自由 , 表現の自由 , 教

育の自由等を侵害する も のである と主張して , 在職中の原告らが被告都教委に

対し , 都立学校の入学式 , 卒業式等の式典において , 国旗に向か っ て起立 し ,

国歌を斉唱する義務 , 国歌斉唱の際に ピア ノ伴奏をする義務のないこと の確認 ,

これら の義務違反を理由とする処分の事前差止めを求め る とともに , 原告らが



被告部に対し , 本件通達及びこれに基づく各校長の職務命令等によ っ て精神的

損害を被っ たと主張して , 国家賠償法 1 条 1 項に基づき, 慰謝料各 3万円の支

払を求めた事案である。

第 2 本件の争点‐

1 原告らの訴えの うち公約義務の不存在確認請求及び予防的不作為請求には ,

　
　　 　

　
　

事前に救済を認め ないこ とを著しく不相当とする特段の事情がなく , 不適法か

(本案前の答弁)。

2 在職中の原告らは , 都立学校の 入学式 , 卒業式等の式典におい て , 国旗に向

かっ て起立して国歌を斉唱する義務を , ま た , 音楽科担当教員であ る原告らは ,

国歌斉唱時に ピアノ伴奏をする義務をそれぞれ負うか。 本件通達及びこ れに基

づき各校長が原告ら に対し発 した職務命令は違法か。

3 原告らは , 本件通達及びこれに基づく各校長の職務命令に より精神的損害を

被っ′たか。

　　

第 3 争点に対する判断
　 　

1 争点 1 (本案前の答弁) について

御 具体的 ･ 現実的な紛争の解決を目的とする現行訴訟制度の も と に お いて

は , 義務違反の結果と して将来何らかの不利益処分を受けるおそれがある と

いうだけでは , 事前に上記義務の存否の確定 これに基づく処分の発動の差

止め を求める こ と が当然の も のと して許されている わけ で は ない。 しか しな
　

　　 　
　

が ら当該義務の履行によっ て侵害を受ける権利の性質及びその侵害の程度 ,　

　

違反に対する制裁と して の不利益処分の確実性及びそ の内容又は性質等に照

らし , 上記処分を受けて からこれに関する訴訟の中で事後的に義務の存否 ,

処分の適否を争っ たのでは回復し難い重大な損害を被るおそれが あるなど ,

事前の救済を認めなければ著しく不相当となる特段の事情がある場合に は ,

　

　
　

紛争の成熟性が認め られるから , あらかじめ上,記のような義務の存否の確定 ,

これに基づく処分の発動の差止めを求め る法律上の利益を認めるこ と が で き



るもの と解する のが相当 で あ る (最 - 小判昭和 4 7 年 1 1 月 3 0 日民集 2 6

巻 9 号 1 7 4 6 頁参照)。

(の これを本件につ い てみてみるに , 在職中の原告らは , 今後も被告都教委か

ら本件通達に基づく指導を受けた校長から入学式 , 卒業式等の式典に おい て

国歌斉唱時に起立して国歌を斉唱する こ と ピアノ伴奏をすること につい て

の職務命令を受ける こと , 同職務命令を拒否した場合に戒告 , 減給 , 停職等
　

　

の懲戒処分を受け , 再発防止研修の受講を命じられる こ と 定年退職後に再

　

　

雇用を希望して も拒否される こ と はいずれも確実である 日桂認する こ と がで

き る。 そうだとする と , 在職中の原告 らは , 懲戒処分等の強制の下 , 自己の

　
　

　

信念に従っ て 入学式 , 卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立 して国歌を

斉唱する こ と ,
ピアノ伴奏をする こ と“ごっい ての職務命令を拒否するか , 目

｣

.

･

己の信念に反して上記職務命令に従うかの岐路に立たされる こ げこな るので

あって , 上記職務命令が逡法で あ った場合に侵害を受け る権利は , 思想 ･ 良
　 　

　 　

心 の自由等の精神的自由権にかかわ る権利であるから , 権利侵害があっ た後

に , 処分取消請求 , 慰謝料請求等ができる と しても , そ も そ も事後的救済に

は馴染みにく い権利で ある と いうことができるうえ , 入学式 , 卒業式等の式

典が毎年繰り返されること に照らすと , その侵害の程度も看過し難いものが

あ る ということ ができ る。 ま た , 在職中の原告らが , 本件通達に基づく校長

の職務命令に違反する優に懲戒処分等の 不利益処分を受ける こと は確実であ

り , そ の処分は戒告 , 減給 , 停職と 回数を重ねる毎に重い処分と なっ て い る。

そうだ とする と 在職中の原告ら が , 現在の状況で上記職務命令を拒否 し続

けた場合, 懲戒免職処分となる可能性も否定すること が できず , これらの処

分に より原告らが受ける不利益は看過 し難いものがあるといえる。 これら在

職中の原告らが侵害を受ける権利の性質及びその侵害の程度 , 違反に対する

制裁と して の不利益処分の確実性 , 不利益処分の内容及び性質に照らすと

在職中の原告らが本件通達に基づく校長の職務命令に反したと して行われる

5



であろう懲戒処分の取消訴訟等の中で , 事後的に ; 入学式 , 卒業式等の国歌
　

斉唱の際に国旗に向かっ て起立 し , 国歌 を斉唱する義務 , ピアノ伴奏をする

義務の存否及び当該処分の適否を争っ たのでは , 回復 し難い重大な損害を被

『るおそれがある と認 め る こ と が でき , 事前の救済を認めない こ と を著しく不

相当とする特段の事情及び ｢重大な損害を生ずる お それ｣ (平成
.
1 6 年法律

第 8 4 号による改正後の行政事件訴訟法 3 7 の 4 第 1 項) が認め られる。

(3) したがっ て , 原告らの訴え のうち公的義務の 不存在確認請求及び予防的

不作為請求にかかる部分は適法というべきで ある。

2 争点 2 (入学式･
, 卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に,向かつて起立し , 国歌を

　
　 　

斉唱する義務 , ピアノ伴奏をする義務の存否) につい て

(“ 我が国におい て , 日 の丸 , 君が代は , 明治時代以降 , 第二次世界大戦終了

ま で の間 , 畠国思想や軍国主義思想の精神的支柱と して 用い られてき たこ と

が あるこ とば否定し難い歴史的事実であり , 国旗 ･ 国歌法に より , 日の丸 ,

君が代が国旗 , 国歌と規定された現在において もグ なお国民の間で宗教的 ,

政治的にみて日 の丸 , 君が代が価値中立的なものと認められるまでに は至っ

ていない状況に あ るこ と が認められる。 このた め , 国民の間には , 公立学校

の入学式 , 卒業式において, 国旗掲揚 , 国歌斉唱をする こ と に反対する者も

少な からずおり , こ の ような世界観 , 主義ゞ主張を持つ者の思想 ･ 良心の目
　

　

由も , 他者の権利を侵害する な ど公共の福祉に反しない限り , 憲法上 , 保護

に値する権利と いうべきで ある。 したが っ て , 教職員 に対し , 一律に , 入学

式 , 卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かっ て起立し , 国歌を

斉唱する こと , ピア ノ伴奏をするこ とと の義務を課すこ とほげ
‘思想 ･

,良心の
　

　

自由に対する制約になるものと解するのが相当である。　 　

　

この点に関し , 被告ら は , 本件通達に基づき校長が教職員 に対し国歌斉唱

を命じ , ピアノ伴奏を命 じる こ とは, 教職員に対し一定の外部的行為を命じ

る ものであり , 当該教職員の内心領域にお ける精神活動ま で を制約するもの

6



で はなく , 思想 , 良心の自由を侵害 していないと主張する。 しかし, 人の内

心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するもの で あり , これを

切り離して考える ことは困難かつ不自然であり , 入学式 , 卒業式等の式典に

おい て , 国旗に向かっ て起立 したくな い , 国歌を斉唱 したくない , 或いは国

歌を伴奏 したくない と いう思想 , 良心を持つ教職員に これらの行為を命じる

こ と は , これらの思想 , 良心を有する者の自由権を侵害して いると いうべき

で あり , 上記被告ら の主張は採用する ことが できない。

ところ で , 思想 , 良心の自由と い え どもそれが外部に対 して積極的又は消

極的な形で表される こと に よ り , 他者の権利を侵害するな ど公共の福祉に反

する場合に は , 必要力}っ最小限度の制約に服するものと解するのが相当であ

る□ そうだとする と 原告ら は , 教職員又 は教職員で あっ た者である こと か

ら , 原告ら教職員に対 し , 入学式 , 卒業式等の式典に お い て 国歌斉唱 の際に ,

国旗に向かっ て起立し国歌を斉唱する義務 , 国歌の ピア ノ伴奏をする義務を

課すこと が , 公共の福祉に よ る必要かつ最小限度の制約又は教職員の地位に

基づく制約と して許されるかどうかと いうこと が問題と な る。

鰯 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項に基づく義務について

ァ 学習指導要領は , 原則と して法規と しての性質を有する ものと解するの

が相当である。 もっと も , 国の教育行政機関が , 法律の授権に基づいて普

通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には“ 教育

の自主性尊重の見地のほか , 教育に関する地方自治の原則をも考慮する と

教育にお ける機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的の た
　

　

め に必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止 め るべき も のと解する
-

‐

←

のが相当で ある。 そうだとする と 学習指導要領の個別の条項が , 上記大

綱的基準を逸脱し , 内容的にも教職員に対し一方的な一定の理論や観念を

生徒に教え込む こ とを強制する よ うなもの である場合に は , 教育基本法 1

0 条 1項所定の不当な支配に該当するものと して , 法規と して の性質を否



定する のが相当であ る。 (最大判昭 和 5 1年 5 月 2 1 日荊集 3 0巻 5号6

1 5 貫 , 最} 判平成 2 年 1 月 1 8 目集民 1 5 9 号 1 頁参照)

イ これを学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項につい てみてみる と , 同条項は ,

｢入学式や卒業式な ど において は , そ の意義を踏ま え , 国旗を掲揚すると

ともに , 国歌を斉唱する よう指導するもの とする。 ｣ と規定する のみであ

り て , それ以上にどの ような教育をするかについてま で は定めてはいない。

ま た , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項は , 国旗掲揚 ･ 国歌斉唱の具体的方

法等に つい て指示する ものでは なく , 国旗掲揚 テ 国歌斉唱を実施する行事

の選択 , 国旗掲揚 , 国歌斉唱の実施方法等について は , 各学校の判断に委

ねており , その内容が - 義的なもの になっ ている と いうこ とばできない。

ウ そうだとする と 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項はゞ学習指導要領全般
-

‐

の法的効力 に関する基準に照ら して も , 法的効力 を有する と解する のが相
　 　

　

当でおる。 もっ と も , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項の法的効力 は , その

内容が教育の自主性尊重 , 教育におけ る機会均等の確保と全国的な一定水

準の維持と いう目的のため に必要かつ合理的と認め られる大綱的な基準を
′

定める ものであ り , ゐ}っが教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒

に教え込む こと を強制 しないと の解釈の下で認め られるもので ある。 した

がっ て、ヅ 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項が 5 こ の ような解釈を超えて , 轍
　 　 　 　 　

職員 に対し , 入学式 , 卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に向かつて起立し ,

国歌を斉唱する義務 , ピア ノ伴奏をする義務を負 わせているものであると

解する こと は困難である。

ェ したがっ、て , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項は , 法的効力を有している

　
　

　
　　

　

が , 同条項から 原告ら教職員が 入学式 , 卒業式等の国歌斉唱の際に国旗
　

　

に向かっ て起立 し , 国歌を斉唱する義務 , ピアノ伴奏をする義務までを導

Lき出すこと は困難である というべきである。

(3) 本件通達に基づく義務について



ァ 被告都教委教育長が発ずる通達ない し職務命令について も 学習指導要

領と 同様に , 教育基本法 1 0 条の趣旨である教育に対する行政権力の不当 ,

不要の介入の排除 , 教育の自主性尊重の 見 地の ほか , 教育における機会均

等の確保と一定の水準の維持という目的のた め に必要かつ合理的と認め ら

れる大綱的な基準に止 め るべきものと解する の が相当で あ る。

イ ミこれを本件通達について みてみる と , 同通達の内容は , 国旗掲揚5 国歌

斉唱の具体的方法等について詳細に指示する もの であり , 国旗掲揚 , 国歌

斉唱 の実施方法等について は., 各学校の裁量を認める余地はほとん どない

ほ どの 一義的 な 内容に な っ ている d ま た , ①被告都教委は本件通達発令と

同時に都立学校の各校長 らに対し ｢適格性に課題の ある教育管理職の取扱

いに 関する要綱｣ を発表 した こと , ②被告都教委は , 本件通達発令後 , 都

立学校の各校長に対し , 入学式 , 卒業式等の国歌斉唱の実施方法が 教職員

に対する職務命令の発令方法 , 教職員の不起立等の現認方法及び被告都教

委への報告方法等について詳細な指示を行っ た こ と , ⑧都立学校の各校長

は , 被告都教委の指示に従っ、て , 教職員に対し ! 入学式 , 卒業式等の式典

にお い て , 国歌斉唱の際に起立 して国歌を斉唱する こと , ピアノ伴奏をす

る よう職務命令を発 したこと , ④都立学校の各校長は , 教職員が上記職務

命令に違反 した場合 , これを服務事故と して被告都教委に報告した こと ,

⑤被告都教委は , 上記職務命令に違反 した教職員に対し , ユ回目は戒告 ,

2 回 目及び綱目は減給 , 4 回目 は停職と の基準で懲戒処分を行うととも

に , 再発防止研修を受講させたこと , ⑥被告都教委は , 定年退職後に再雇

用を希望する教職員について , 入学式 , 卒業式等の式典に おいて国歌斉唱

時に起立 して国歌を斉唱 しないなどの職務命令違反があっ た場合 , 再雇用

を拒否したこ と が認められる。 前記各認定事実に照らすと , 本件通達及び

これに関する被告都教委の一連の指導等は , 入学式 , 卒業式等の式典にお

ける国旗掲揚 , 国歌斉唱の実施方法等 , 教職員に対する職務命令の発令等
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につい て , 都立学校の各校長の裁量を許さず , これを強制するもの と評価

する こ と がで き るうえ 原告ら教職員に対しても , 都立学校の各校長の職

務命令を介して , 入学式 , 卒業式等の式典にお い て国歌斉唱時に起立して

国歌を斉唱する こ と ピアノ伴奏をする こ と を強制 して い た ものと評価す

る こ とが でき る。 そうだとすると , 本件通達及びこれに関する被告都教委
　

　

の都立学校の各校長に対する一連の指導等は. 、 教育の自主性を侵害する う

え , 教職員に対し一方的な…定の理論や観念を生徒に教え込むこと を強制
　

　

する こ と に等 しく , 教育にお ける機会均等の確保と一定の水準の維持と い

う目的の た めに必要かつ合理的と認め られる大綱的な基準を逸脱して い る

と の譲り を免れない。 した が って , 本件通達及びこ れに 関する被告都教委

の都立学校の各校長に対する一連の指導等は , 教育基本法 1 0 条 1 項所定
　 　　

の不当な支配に該当する も のと して違法と解する のが相当 であり , ひいて
“

‐
‐

.

は , 原告ら都立学校の教職員の入学式 , 卒業式等の式典にお いて , 国歌斉

唱の際に , 国旗に 向かっ て起立しない自由 , 国歌を斉唱 しな い自由 , 国歌

をピア ノ伴奏しない自由 に対する公共の福祉の観点から許容されて い る制

約 とは言い難いと いうべきである。

以上のとお り , 本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は ,

教育基本法 1 0 条に反 し , 憲法 1 9 条の思想 ･ 良心の自由 に対し, 公共の

福祉の観点か ら許容された制約の範囲を超えて い るというべきで あっ て ,

これに よ り , 原告ら教職員が , 都立学校の入学式 , 卒業式等の式典におい

て , 国歌斉唱の際に , 国旗に向かつて起立 し , 国歌を斉唱する義務 , ピア

ノ伴奏をする義務を負うものと解する こと は できない。

校長の職務命令に基づく義務につ い て

都立学校の各校長は , 校務をつかさ どり , 所属職員を監督サる権限を有

しており , 所属職員に対して職務命令を発する こ とができ , 所属教職員は ,　

　

原則と して , 各校長の職務命令に従う義務を負うものの , 当該職務命令に

ウ

("

ア
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龍夫,かつ明白な瑕疵がある場合には , これに従う義務が ないものと解する

のが相当で ある (最三 小判昭和 5 3年 1 1 月 1 4 日判夕 3 7 5 号 7 3 頁)。

イ こ れを本件につ いて み て み る と 原告ら教職員 は , ｢教育をつかさどる

　

　

者｣ と して , 生徒に対して , 一般的に言っ て , 国旗掲揚 , 国歌斉唱に関す

る指導を行う義務を負うも のと解されるから , 入学式 , 卒業式等の式典が

円滑に進牙子する よう努力す[べきで あり , 国旗掲揚 , 国歌斉唱を積極的に妨

害する ような行為に及ぶこ と 生徒らに対して国旗に向かっ て起立し , 国

歌を斉唱するこ と の拒否を珠更に煽るような行為に及ぶこ となどは , 上記

義務に照 ら して許されないも のと いわな ければならない。

しかし , 原告ら教職員は , 国旗 ･ 国歌法 , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条

項が 本件通達に よ り , 入学式 , 卒業式等の式典において, 国歌斉唱の際に

国旗に向かっ て起立し , 国歌を斉唱するまでの義務 , ピアノ伴奏をするま

での義務は なく , む しろ思想 , 良心の自由 に基づき , これらの行為を拒否

する自由 を有して いる も の と解するのが相当で あ る。 また , 原告ら教職員

が 入学式 , 卒業式等の式典におい て国歌斉唱 の際に 国旗に向かっ て起立す

る こ と , 国歌を斉唱する こ と を拒否したと して も 格別 , 式典の進行や国

歌斉唱を妨害する こと はないうえ , 生徒ら に対 して国歌斉唱の拒否を殊更

煽るおそれが ある とま ではいえず , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項の趣旨

である 入学式 , 卒業式等の式典における国旗 ･ 国歌に対する正しい認識を

持たせ , これを尊重する態度を育て るとの教育目標を阻害するお そ れもな

いと いえる。

さらに , 原告らの うち音楽科担当教員は , 音楽科の授業にお い て ピアノ

伴奏をする義務を負っ
′てい るものの , 入学式 , 卒業式等の式典における国

歌斉唱の伴奏は音楽科の授業者ま異なリメ必ず しもこれをピアノ伴奏で行

わなければならないものではない し , 仮に音楽科担当教員が国歌斉唱の際

の ピア ノ伴奏を拒否したと しても 他の代替手段も 可能と考えられ , 当該
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教員に対し伴奏を拒否するか否かにつ いて予め確認 して お けば式典の進行

等が滞るおそれもない はずである。

そ して , 原告ら教職員が 入学式 , 卒業式等の式典にお いて国歌斉唱の際

に国旗に向かっ て起立 して国歌を斉唱する こ とゞ ピアノ伴奏をする こと を

拒否 した場合に , こ れと は異なる世界観 , 主義 , 主張等を持つ者に対し ,

ある種の村共感を与える こ とが ある と して も , 憲法は相反する世界観 主

義 , 主張等を持つ者に対しても相互の理解を求め て いるのであっ て (憲法
　

　

1 3 条等参照), こ の よ う な不快感等に よ り原告 ら教職員の基本的 人権を

制約するこ と は相当と は思われな い。

ウ したが っ て , 都立学校の各校長が , 本件通達に基づき , 原告ら教職員に
　 　

　

対し , 入学式 , 卒業式等の式典におい て国歌斉唱の際に国旗に向かつて起
　

　

　

立“し , 国歌 を斉唱せよ との職務命令を発する こ とには , 重大かつ明白な瑕
　

　

疵が あると い うべきで ある。 そうだとする と , 原告ら教職員は , 本件通達

に基づく各校長の職務命令に基づき , 入学式 , 卒業式等の式典において国

歌斉唱 の際に国旗に向かっ て起立し , 国歌を斉唱する義務 , ピアノ伴奏を

　

　 　

する義務を負うもの と解するこ と はでき ない。

国 小括

以上検討したとおり , 原告ら教職員は , 思想 ･ 良心の自由に基づき , 都立

学校の 入学式 , 卒業式等の式典にお いて国歌斉唱の際に国旗に向かっ て起立

し , 国歌を斉唱する こと を拒否する自由 , ピア ノ伴奏をする こ とを拒否する

自由を有して いる と ころ , 違法な本件通達に基づく各校長の職務命令に,基づ

き
“
上記行為を行う義務を負うこ と はないもの と解するのが相当である。 そ

うする と 被告都教委が , 原告ら教職員が本件通達に基づく各校長の職務命

令に基づき; 入学式 , 卒業式等の式典におい て , 国歌斉唱の際に国旗に向か

っ て起立しない こ と , 国歌を斉唱 しない こ と ピア ノ伴奏をしない こ とを理

由と して懲戒処分等をするこ と は, その裁量権の範囲を超え著しく はその檻
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用にな る と認められる か ら 在職中の原告らが上記行為を行う義務のないこ

と の確認の ほかに , 被告都教委が上記懲戒処分等を して はならない旨命ずる

のが相当である (平成 1 6 年法律第 8 4 号による改正後の行政事件訴訟法 3

7 条の 4 第 5 項参照)。

3 争点 3 (国家賠償請求権の存否) につい て

原告ら は , 本件通達に基づく各校長の職務命令に基づき , 入学式 , 卒業式等

の式典にお いて , 国歌斉唱の際に国旗に向かっ て起立 し , 国歌を斉唱する義務 ,

ピアノ伴奏をする義務を負わ な い にもかかわらず , 違法な本件通達及びこれに

基づく各校長の職務命令によっ て , 入学式 , 卒業式等の式典において , 国歌斉

唱の際に国旗に向かっ て起立し , 国歌を斉唱する か否か ,
ピアノ伴奏をするが

否かの岐路に立た された こ と ある い は自らの思想 ･ 良心 に反 して本件通達及

びこれに基づく各校長の職務命令に従わされたこ とにより , 精神的損害を被っ

た こ とが認め られる。 これらの損害額は, 前記違法行為の態様 , 被害の程度等

を総合考慮すれば , 1 人当た り 3 万円を下らないもの と認定する のが相当で あ

る。

　

第 4 結論

, 国旗 ･ 国歌法の制定 ･ 施行されて い る現行法下に おいて , 生徒に , 日本人と し

て の自覚を養い , 国を愛する 心 を育て る と ともに , 将来 , 国際社会において尊敬

され , 信頼される 日本、人と して成長させる た めに , 国旗 , 国歌に対する正しい認

識を持たせ , それらを尊重する態度を育てること は重要なこ と である。 そ して ,

学校における 入学式 , 卒業式等の式典は , 生徒に対し , 学校生活に有意義な変化
.

･

や折り 目を付け , 厳粛で清新な気分を味わさせ , 新しい生活への動機付け を行い ,

集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会とい うべきである。 この ような入

学式 , 卒業式等の式典の意義 , 役割を考えるとき , これら式典に お いて , 国旗を

掲げ , 国歌を斉唱する こ と は有意義なものと いうこ と が できる。 しか し , 他方で ,

こ の ような式典に おいて , 国旗 , 国歌に対し , 宗教上 の信仰に準ずる世界観 , 王



義, 主張に基づいて , 国旗に向かっ て起立 したくない教職員 , 国歌を斉唱したく

ない教職員 , 国歌の ピア ノ伴奏を したくない教職員がいる こともま た現実であ る。

こ の ような場合において, 起立したくない.教職員 , 斉唱したくない教職員 ,
ピア

ノ伴奏したくない教職員に対し , 懲戒処分をしてま で起立 させ , 斉唱等させる こ

と は , い わば, 少数者の思想良心の自由を侵害し , 行き過ぎた措置である と思料
　

　 　 　 　　

する次第である。 国旗 , 国歌は , 国民に対し強制する の で はなく , 自然のうち に

国民の間に定着させる と いうの が国旗 ･ 国歌法の制度趣旨であり , 学習指導要領
、 .　 　

の国旗 ･ 国歌条項の理念と考え られるごこれら国旗 ･ 国歌法の制度趣旨等に照ら

すと 本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員に対する職務命令は違法

で ある と判断した次第であ る。

以上検討 した結果に よれば , 原告らの請求は , 主文第 1 ないし第 5項の限度で

理由 がある のでこれを認容 し , そ の余は理由が ない の でこれを棄却することと し ,

仮執行宣言の申立て につい て は不相当である の で これを付さない こ とと して , 主

文の とおり判決する。

　

(東京地方裁判所民事第 3 6 部 裁判長裁判官難波孝一 , 裁判富山 ロ均 , 裁判乍討

知野明)

以 上
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